
中津市脱炭素社会推進事業補助金（電気自動車）交付要綱 

（趣旨） 

第１条 中津市脱炭素社会推進事業補助金（電気自動車）（以下「補助金」という。）の交

付については、中津市補助金等交付規則（平成１９年中津市規則第９号）及び補助金等の

交付手続に関する特例規則（平成１８年中津市規則第７号）に定めるもののほか、この要

綱に定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この補助金は、エネルギー価格の高騰による市民及び事業者の負担軽減を図るとと

もに、二酸化炭素排出削減に資する電気自動車の導入（以下「補助事業」という。）に要

する経費に対して、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して補助金を交付す

ることにより、中津市における脱炭素社会の実現に向けた取組を促進することを目的とす

る。 

（補助対象車両） 

第３条 補助対象となる車両（以下「補助対象車両」という。）は、経済産業省が実施する

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（以下「ＣＥＶ補助金」という。）の対象とな

る電気自動車のうち国内メーカーの新車で、外部給電機能を有するものとし、次に掲げる

要件をすべて満たすものとする。 

（１）自動車検査証（電子化されたものにあっては、自動車検査証記録事項を含む。以下

「車検証」という。）に記載された初度登録年月日が、令和８年４月１日から令和９年

２月２８日までの車両であること。 

（２）リースにより導入する場合にあっては、リース期間が４年以上であること。 

（３）補助対象車両について、ＣＥＶ補助金以外の国庫補助金の交付を受けていないこ

と。 

（４）補助対象車両について、大分県から本補助金と同一の財源による補助金の交付を受

けていないこと。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の要件をす

べて満たす者とする。なお、補助対象車両を割賦販売契約やリース契約により導入し、所

有権が留保されている場合にあっては、当該車両の使用者（車検証に記載された使用者を

いう。以下同じ。）を申請者とする。 



（１）個人 

ア 本市の住民基本台帳に登録され、現に本市において居住していること。 

イ 実績報告時において、自ら居住する住宅に太陽光発電設備が設置され、かつ、補助対

象車両を充電するための設備又は環境を整えていること。 

ウ 申請者に市税の滞納がないこと。 

エ 災害時に中津市の要請に応じ、非常用電源として電力供給に協力すること。 

オ 電気自動車の導入効果等に関するアンケート調査に協力すること。 

（２）事業者 

ア 市内に事業所等を有する事業者であること。 

イ 実績報告時において、中津市ゼロカーボン推進パートナーとして登録されているこ

と。 

ウ 申請者に市税の滞納がないこと。 

エ 災害時に中津市の要請に応じ、非常用電源として電力供給に協力すること。 

オ 電気自動車の導入効果等に関するアンケート調査に協力すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、対象設備を導入する個人又は事業者、事業者の構成員等が、

暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規

定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、この補助金の交付

の対象としない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場

合において、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 

（１）個人による申請の場合 ＣＥＶ補助金の額に２分の１を乗じて得た額 

（２）事業者による申請の場合 １台につき４０万円 

２ 補助金の交付は、個人にあっては一人につき１台を限度とし、事業者にあっては一事

業者につき２台を限度とする。 



３ 前各項の規定にかかわらず、補助金の額は、補助対象車両の購入価格（値引き後の車

両本体価格（消費税及び地方消費税を除く。）をいい、リース契約により導入する場合

にあっては、リース会社が調達した際の車両本体価格とする。）から、ＣＥＶ補助金そ

の他団体から交付される他の補助金の額を差し引いた額を上回ることはできない。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに、補助金交付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

（１）個人による申請の場合 

ア 補助対象車両の注文書の写し（割賦販売契約又はリース契約により導入する場合

は、当該契約の内容が確認できる書類の写しを含む。） 

イ 住民票の写し（発行後３か月以内のもの。ただし、申請書において市長が住民基本

台帳により居住実態を確認することに同意した場合は、提出を省略することができ

る。） 

ウ 市税等納付状況申告書及び市税等納付状況確認承諾書 

エ 補助対象車両のパンフレットの写し 

オ その他市長が必要と認める書類 

（２）事業者による申請の場合 

ア 補助対象車両の注文書の写し（割賦販売契約又はリース契約により導入する場合

は、当該契約の内容が確認できる書類の写しを含む。） 

イ 使用者となる事業者の登記事項証明書（発行後３か月以内のもの。ただし、個人事

業主にあっては、直近の確定申告書の写し、個人事業の開業届出書の写し、その他市

内に事業所等を有することが確認できる書類とする。） 

ウ 市税等納付状況申告書及び市税等納付状況確認承諾書 

エ 補助対象車両のパンフレットの写し 

オ その他市長が必要と認める書類 

（交付又は不交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付

すべきものと認めたときは交付の決定を、補助金を交付することが不適当であると認めた



ときは不交付の決定をし、補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により申請者

に通知するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第８条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ補助事業変更・

中止承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）事業内容の変更 

（２）事業に要する経費の３０パーセントを超える額の増減 

（３）補助金の増減を伴う変更 

（４）事業を中止する場合 

（５）その他市長が必要と認める場合 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、補助事業変更・中止承認通知書（様式第４号）により補助事業者に通知するものとす

る。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は市長が

指定する期日のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

（１）補助対象車両の取得価格及び代金の支払を証明する書類の写し（領収書等） 

（２）車検証の写し 

（３）個人による申請の場合 導入した補助対象車両の登録番号、当該住宅における太陽光

発電設備の設置状況及び当該設備により補助対象車両への充電が可能であることが確

認できる写真 

（４）事業者による申請の場合 導入した補助対象車両の登録番号及び車両全体が確認でき

る写真 

（５）災害時の非常用電源供給に関する承諾書（様式第６号） 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と



認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第７号）によ

り補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１１条 第１０条の規定により額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに補助金交付

請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。 

（３）第１４条の規定による承認を受けずに財産処分をしたとき。 

（４）この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命

じるものとする。 

（財産の処分の制限） 

第１４条 補助事業者は、補助金の交付を受けた車両を、初度登録日から４年間、市長の承

認を受けずに補助金の交付目的に反して処分（売却、譲渡、貸付け、又は担保に供するこ

と等（リース契約により導入した場合にあっては、当該リース契約の中途解約を含

む。））してはならない。 

２ 市長は、前項の承認をする場合において、残存期間に応じた補助金の返還を命じること

がある。 

 （関係書類等の整備） 

 

第１５条 規則第２０条に規定する市長が定める期間は、補助事業が完了した日の属する会

計年度の終了後５年間とする。 

 

 （委任） 

 



第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、市長が別

に定める。 

 

   附 則（令和８年３月１８日中環政第２８８２号決裁） 

  

（施行期日） 

 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （この要綱の失効） 

 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前

に交付決定をした補助事業における第１２条から第１５条までの規定は、この告示の失効

後も、なおその効力を有する。 

 

 


